
相模原市立津久井中央保育園（乳児等通園支援事業）運営規程 

 

（事業の目的及び運営の方針） 

第１条 相模原市が設置する津久井中央保育園（以下「当園」という。）において実施

する本事業は、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの

良質な成育環境を整備する」ことを目的とする。 

２ 当園は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子

どもの意思及び人格を尊重して本事業を提供するよう努める。 

３ 当園は、本事業に関する専門性を有する職員が、利用子どもの属する保護者(以下

「保護者」という。)との密接な連携の下に、利用子どもの状況や発達過程を踏まえ、

本事業を行うものとする。 

４ 当園は、保護者及び地域の様々な社会資源との連携を図りながら、保護者に対する

支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。 

５ 当園は、相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例(平成３１年相模原市条例第１１号)その他関係法令を遵守し、本

事業を実施するものとする。 

 

（名称及び所在地） 

第２条 当園の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）名 称 相模原市立津久井中央保育園 

（２）所在地 相模原市緑区三ヶ木９３２ 

 

（通園資格） 

第３条 当園に通園することができる者は、保育所、認定こども園、地域型保育事業等、

企業主導型保育事業所に在籍していない、０歳６か月から満３歳未満の通園支援を必

要とする子どもとする。なお、認可外保育施設に通園をしている０歳６か月から満３

歳未満の通園支援を必要とする子どもについても対象とする。 

 

（提供する乳児等通園支援の内容） 

第４条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法（以下「支援法」という。）、その

他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、利用するこども及びその保護者の心

身の状況等に応じて、良質な成育環境を整備する。 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第５条 当園が乳児等通園支援を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務

内容は次のとおりとする。ただし、職員の配置については、相模原市児童福祉法に基



づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例で定める配置基

準以上とする。なお、員数は利用人数により変動することがある。 

（１）園長(常勤専従)１名 

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させる 

ために必要な指揮命令を行うとともに、利用子どもを全体的に把握し、園務をつ

かさどる。 

（２）副園長(常勤専従)１名 

副園長は、園長を補佐し、園の庶務を行うとともに、支給認定保護者からの育児

相談及び特定教育・保育の内容について他の保育士を統括する。 

（３）地域担当保育士(常勤専従)０名 

地域担当保育士は、地域の保護者等に対する子育て支援を行う。 

（４）保育士(常勤専従１１名、会計年度任用職員９名) 

保育士は、特定教育・保育の立案とその計画、実施、記録及び家庭連絡等の業務

を行い、利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう特定教育・

保育を行う。 

（５）保育調理員(常勤専従２名、会計年度任用職員４名) 

保育調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、調理業務及び食育に関する活動

を行う。 

（６）技能補助員(会計年度任用職員)２名 

技能補助員は、施設の環境整備を行う。 

（７）嘱託医１名 

嘱託医は、利用子どもの健康診断及び園生活における健康の管理・指導を行う。 

（８）嘱託歯科医１名 

嘱託歯科医は、利用子どもの歯科健康診断及び園生活における健康の管理・指導

を行う。 

（９）その他必要に応じ、非常勤保育補助員、事務補助員、看護師等を配置する。 

 

（乳児等通園支援の提供を行う日） 

第６条 当園の乳児等通園支援を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、

国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日及び１２月２

９日から翌年１月３日までの日を除く。また伝染病の発生、災害等により保育をする

ことが困難な場合や利用乳幼児がいない場合には、休園することがある。 

 

（乳児等通園支援する時間） 

第７条 乳児等通園支援を提供する時間は次のとおりとする。 

（１）乳児等通園支援を行う時間 



当園が定める次の時間帯とする。１人あたりの利用時間は月１０時間までとする。 

月～金 午前９時 15 分から午前 11 時 45 分までとする。 

（２）開所時間 

相模原市が定める当園の開所時間は、次のとおりとする。 

ア 月曜日から金曜日 午前７時００分から午後７時００分まで 

イ 土曜日 午前７時００分から午後１時００分まで 

 

（利用料その他の費用等） 

第８条 乳児等通園支援を受けるこどもの保護者は、こども１人につき別表第１に掲げ

る額を利用児童の保護者から徴収するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、別表２に掲げる当園の乳児等通園支援において提供する

便宜に要する費用については、保護者から実費の負担を受けるものとする。 

 

（利用定員） 

第９条 利用定員は、次のとおりする。 

０歳児 １歳児 ２歳児 

３人 ３人 

 

（入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項） 

第１０条 本事業の利用を希望する対象児童の保護者は、申請書兼同意書を市長に提出

しなければならない。 

２ 申込みをしようとする保護者は、あらかじめ事前面談を受けなければならない。 

３ 申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査した上で、利用の可否を決定し、

保護者に通知するものとする。 

４ 利用を決定する場合には、決定通知書及び利用に必要な事項を記載した書面により

通知するものとする。 

５ 利用を認めない場合には、不承諾通知書により通知するものとする。 

６ 保護者は、利用を辞退する場合は、速やかに辞退届を市長に提出しなければならな

い。ただし、利用児童が利用要件を満たさなくなる場合は、この限りでない。 

７ 当園は、次の場合には本事業の提供を終了するものとする。 

（１）法施行規則(平成２６年内閣府令第４４号)第１条の規定に該当せず、市が利用を

取り消したとき。 

（２）保護者から保育所利用の取り消しの申し出があったとき。 

（３）保育所利用の継続が不可能であると相模原市が認めたとき。 

（４）その他、保育所の利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。 

 



（緊急時等における対応方法） 

第１１条 当園は、本事業の提供を行っているときに、利用子どもの健康状態の急変、

その他緊急事態が生じた場合は、速やかに支給認定保護者等に連絡をするとともに、

嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等、必要な措置を講じるものとする。 

２ 当園は、本事業を行っているときに、利用子どもに事故が発生した場合は、速やか

に支給認定保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。また、事

故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解

明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

３ 当園は、本事業の提供を行っているときに、利用子どもに賠償すべき事故が発生し

た場合は、速やかに損害賠償を行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 当園は、防火管理者を定め、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災

害時の関係機関との通信及び連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する

とともに、毎月１回以上避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１３条 当園は、利用子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置

その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を

講じるものとする。 

 

（苦情対応） 

第１４条 当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責

任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公

表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。 

２ 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との

話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。 

３ 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。 

 

（健康管理・衛生管理） 

第１５条 当園は、利用子どもの使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械

器具等の管理を適正に行う。 

２ 当園は、感染症及び食中毒の発生を防止し、これらがまん延しないように必要な措

置を講じるよう努める。 

 



（秘密の保持） 

第１６条 当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び保護者の秘密を保持する。 

２ 当園の職員は、業務上知り得た地域の子ども及びその家族の秘密を保持する。 

３ 当園の職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。 

 

附則 

 この規程は令和８年４月１日から施行する。 



別表１ 教育・保育の質の向上を図るうえで、特に必要と認められる利用者負担 

区分 利用料 

１ 本事業による支援を受けた日において生活保護法

(昭和２５年法律第１４４号)第６条第１項に規定する被

保護者である場合 

１時間あたり０円 

２ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が

地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定による市町

村民税を課されない者である場合(１に掲げる場合を除

く。) 

１時間あたり１００円 

３ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に

ついて地方税法の規定による市町村民税の同法第２９

２条第１項２号に掲げる所得割の額を合算した額(以下

「市町村民税所得割合額」という。)が７万７，１０１

円未満である場合(１及び２に掲げる場合を除く。)  

１時間あたり１００円 

４ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児

童及び要保護児童のいる世帯、その他市長が特に支援が

必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の

心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用

者負担額を軽減することが適当であると認められる場

合(１から３に掲げる場合を除く。) 

１時間あたり１００円 

上記以外 １時間あたり３００円 

 

別表２ 教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

費用の種類   内容、負担を求める理由及び目的 金額 

食事の提供に要する費用 主食、副食の提供 ２７０円 

 


